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日
本
銀
行
券
の
様
式
の
変
更
（
以
下
「
改
刷
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
新
し
い
日
本
銀
行
券
（
以
下
「
新
券
」
と

い
う
。
）
の
発
行
ま
で
に
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
（
以
下
「
印
刷
局
」
と
い
う
。
）
が
新
券
の
印
刷
を
開
始
す
る
ま
で

に
要
す
る
製
造
準
備
期
間
に
加
え
て
、
そ
の
後
に
自
動
販
売
機
等
の
現
金
取
扱
機
器
の
メ
ー
カ
ー
が
市
中
の
現
金
取
扱
機
器
の

改
修
等
に
要
す
る
期
間
が
十
分
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
改
刷
実
施
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
新
券
の
主
な
様
式
等

が
決
ま
っ
た
段
階
で
、
速
や
か
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

前
回
の
改
刷
に
つ
い
て
は
、
偽
造
券
が
大
量
に
発
生
し
て
い
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
緊
急
改
刷
と
し
て
実
施
し
た
が
、
印
刷

局
が
新
券
の
印
刷
を
開
始
す
る
ま
で
に
要
す
る
製
造
準
備
期
間
や
市
中
の
現
金
取
扱
機
器
の
改
修
等
に
か
け
ら
れ
る
期
間
が
短

縮
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
券
発
行
当
初
に
お
い
て
市
中
の
現
金
取
扱
機
器
の
改
修
等
が
間
に
合
わ
な
い
事
例
が
生
じ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
も
踏
ま
え
、
今
回
の
改
刷
に
つ
い
て
は
、
印
刷
局
が
新
券
の
印
刷
を
開
始
す
る
ま
で
に
要
す
る
製
造
準
備
期

間
を
約
二
年
半
、
そ
の
後
に
市
中
の
現
金
取
扱
機
器
の
改
修
等
に
要
す
る
期
間
を
、
現
金
取
扱
機
器
の
メ
ー
カ
ー
関
連
団
体
の

意
見
を
踏
ま
え
約
二
年
半
と
し
、
新
券
発
行
ま
で
の
期
間
を
約
五
年
確
保
し
た
上
で
改
刷
実
施
の
公
表
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。


